
平成２９年度 条例制定後の共生のまちづくりに関する取り組み 

 

①白山市障害者差別解消のまちづくり支援協議会 15名 

  

 回   月日・場所 議題・内容 

第１回 平成 29年 10月 23日 

市民交流センター 

3階 企画展示室  

１ 障害者差別解消のまちづくり支援協議会

の概要について 

２ 白山市手話言語条例について 

第２回 平成 30年 2月 21日 １．白山市手話言語条例の概要について 

２．共生のまちはくさんプランについて 

 

 

②啓発事業等 

事業名   月日・場所 内  容 

 

共生の地

域づくり

啓発講演

会 

平成 30 年 2 月 4 日

(日) 13時～ 

 市民交流センター 

共生のまちづくり条例施行記念講演会 

○第 1部 オープニング 

  漫才 ぶんぶんボウル 

第２部 講演会 

 「障害のある人もない人も共に暮らす」 

講師 藤井 克徳 氏 

特定非営利活動法人日本障害者協議会 代表 

○参加者 １８０名 

 

平成 30 年 3 月 24 日

13時～ 

市民交流センター 

 

手話言語啓発講演会 

○第 1部 講演会 

 「手話のある豊かな白山市をめざして」 

 講師 武居 渡 氏 

  金沢大学人間社会研究域学校教育係 

第２部 アトラクション 

 「ろう者の取説（とりせつ）」 

演者 白山市聴覚障害者協会 

○参加者 １６０名 

職員 

研修会 

平成 30年 1月 27日 

市民交流センター 

○障害の特性を理解し必要な配慮を考える 

（知的障害） 

 対象者：全職員 2回×2日 

 講 師：知的障害者、福祉事業所職員 



 

 

 

 

広報 

平成 30年１月 共生のまちづくり条例啓発用パンフ作成 

 6,000部印刷 

広報はくさん 8月号 「共生のまちづくり条例が制定されました」 

（条例の概要） 

広報はくさん 9月号 「まずは、知って理解してつながる気持ち」 

白山商工会議所会報 

8，9，10月号 

共生のまちづくりについて 

 

③福祉共育啓発講座（資料３） 

 

④共生の街づくり職員ワーキンググループ 19課・23名 

 回   月日・場所      議題・内容 

第１回 平成 30年 1月 12日 

市役所 402会議室 

１ 職員マニュアル作成について 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年度 条例制定後の共生のまちづくりに関する取り組み 

 

①白山市障害者差別解消のまちづくり支援協議会 15名 

  

 回   月日・場所 議題・内容 

第１回 平成 31年 1月 16日 

市民交流センター 

3階 企画展示室  

１ 共生のまちづくりに関する取組報告 

２ 差別事例の検討 

３ 白山市における障害のある人の雇用状況

について  等 

第２回 平成 31年 3月 20日 ○ 障害者平等研修 

 

 

②啓発事業等 

事業名   月日・場所 内  容 

 

共生の地

域づくり

啓発講演

会 

平成 30年 12月 1日 

 

 市民交流センター 

 

 

共生のまちづくり啓発講演会 

〇第１部 トークショー 

 「統合失調症がやってきた」 

講師 漫才コンビ 松本ハウス 氏 

○参加者 ２１０名 

平成 31年 3月 21日 

 

松任文化会館 

 

石川県手話言語フォーラム 共催：白山市  

○第 1部 手話パフォーマンス・寸劇 

〇第２部 講演 

 「手話に親しもう！」 

講師 布川 敏和 

 

職員 

研修会 

平成 30年 9月 27日 

市民交流センター 

○職員対応マニュアルの利用説明 

○障害の特性を理解し必要な配慮を考える 

（精神障害） 

 対象者：全職員 2回×2日 

 講 師：精神障害者、精神保健福祉士 

 

 

 

広報 

平成 30年 6月 手話言語パンフレット作成 1,000部 

広報 7月号掲載 手話言語条例広報に掲載 

30年 9月 手話言語クリアファイル作成  2,000枚 

白山商工会議所会報 

７，８，９月号 

商工会議所広報に啓発記事の連載 

平成 31年 1月 耳マークシール作成 5,000枚 



その他 平成 30年 8月 

（資料 4-2,3） 

交流スペース「フレンドルーム」開設 

手話サロン「たんぽぽ」移転 

※場所：ともに白山市身体障害者・老人 

    福祉センターこがね荘 

 

③福祉共育啓発講座（資料４） 

 

④新規事業 

 ○遠隔手話通訳・電話リレーサービスの開始（資料５） 

 ○合理的配慮提供支援事業（資料６） 

 ○ヘルプカードの配布（資料７） 

 

  

 


